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スピード競技開催規定 

細則：ドラッグレース競技開催要項 

※下線部：変更箇所 

改正案 現行規定 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、スピード競

技開催規定に従い、国内格式以下のＪＡＦ公認のドラッグレース競技会（以

下「本競技」という。）の開催要項を以下の通り定める。 

なお、国際競技については、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則ド

ラッグレース競技規則が適用される。 

 

１．～３． 【略】 

 

４．コース公認申請者の同意： 

オーガナイザーは、ＪＡＦにカレンダーを登録申請する時に、公認コース

のコース許可証取得者の同意を必要とする（カレンダー登録申請書のレース

開催日に関する同意欄を使用すること）。 

 

５．～２０． 【略】 

 

２１．施 行：２０２５年４月１日 

 

以上 

 

一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という。）は、スピード競

技開催規定に従い、国内格式以下のＪＡＦ公認のドラッグレース競技会（以

下「本競技」という。）の開催要項を以下の通り定める。 

なお、国際競技については、ＦＩＡ国際モータースポーツ競技規則付則ド

ラッグレース競技規則が適用される。 

 

１．～３． 【略】 

 

４．コース公認申請者の同意： 

オーガナイザーは、ＪＡＦにカレンダーを登録申請する時に、公認コース

のコース許可証取得者の同意を必要とする（カレンダー登録申請の際の、「レ

ース開催日に関する同意書」を使用すること）。 

 

５．～２０． 【略】 

 

２１．施 行：２０１７年７月１日 

 

以上 

 




